
令和4年5月11日～令和4年6月1日

5月 11 水 質疑、委員会   

12 木 令和4年度全国都市教育長協議会定期総会・研究大会          委員会 

13 金 　　　　　　　　　　〃    　　　　　　　　　　　　　　　　 採決

14 土

15 日

16 月
直方市まち・ひと・しごと創生本部会議、直方市DX推進本部会議、
第1回いじめ問題対策連絡協議会、男女共同参画推進本部会議

17 火

18 水 ちくちくワンダーランド開設式

19 木

20 金 北九州地区市町教育委員会連絡協議会役員会、教育長会議

21 土

22 日

23 月 市長表敬訪問同席

24 火 北九州地区市町教育委員会連絡協議会総会・研修会

25 水

26 木 学力向上検証委員会、春の叙勲に関わる勲記及び勲章の伝達式

27 金

28 土

29 日

30 月 教育長面談

31 火 教育長面談

6月 1 水 6月定例校長会議、6月定例教育委員会

教育委員会行事報告
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令和4年6月2日～令和4年7月12日

6月 2 木 教育長面談

3 金 直方市行政改革推進本部会議

4 土

5 日 直方文化連盟「文連のつどい」創立６５周年記念事業

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金 提案説明

11 土

12 日

13 月 一般質問

14 火 市人権教育研究課題学習会　　　　　　　　　　　　　　　　 一般質問

15 水 一般質問

16 木 一般質問

17 金 北九州地区小学校長会研修会

18 土

19 日

20 月 質疑

21 火 委員会

22 水 委員会

23 木 直方文化青少年協会評議員会　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会

24 金 採決

25 土

26 日

27 月 直方市人権教育推進会議、北九州教育事務所学校訪問（北小）

28 火 直方市議会教育民生委員会学校訪問（植木小）

29 水 直方市教育委員会学校訪問（下境小）

30 木

教育委員会行事予定
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7月 1 金 直方市議会教育民生委員会学校訪問（直方三中）、定例校長会議

2 土

3 日

4 月

5 火 直鞍地区人権教育夏期講座実行委員会

6 水 北九州教育事務所学校訪問（福地小）

7 木 北九州教育事務所学校訪問（西小）

8 金 北九州教育事務所学校訪問（上頓野小）

9 土

10 日

11 月

12 火 定例教育委員会
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議案第６号 

 

 

令和４年度６月補正予算について 

 

 

令和４年度６月補正予算について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

                      令和４年６月１日 

                    直方市教育委員会 

教育長 山 本 栄 司 

 

 

提案理由 

   直方市教育委員会事務委任規則第２条第４号の規定により提案するものである。 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳入歳出補正予算事項別明細書
歳　入 （款）15． 国庫支出金

（項） 2． 国庫補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 総務費国庫補助金 300,367 11,404 311,771  1 総務費補助 11,404 マイナポイント事業費補助金 11,404

金 　11,404×10／10

 2 民生費国庫補助金 654,251 515,504 1,169,755  2 社会福祉費 326,429

補助金 　生活困窮者自立支援金支給事業

　　事業費分　　2,661×10／10　　2,661

　　事務費分　　1,004×10／10　　1,004

非課税世帯等臨時特別給付金 322,764

　　事業費分　　100×3,000世帯×10／10　　300,000

　　事務費分　　22,764×10／10　　　　　　22,764

 3 児童福祉費 184,843 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 58,331

補助金 　保育所、幼稚園等　　48,299

　　64,403×3／4

　学童保育所　　　　　10,032

　　15,048×2／3

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

126,512

　低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金

　　ひとり親世帯分　　81,580

　　　事業費分　　50×1,593人×10／10　　79,650

　　　事務費分　　1,930×10／10　　　　　1,930

　　ひとり親世帯以外分　　44,932

　　　事業費分　　50×800人×10／10　　40,000

　　　事務費分　　4,932×10／10　　 　 4,932

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金    3,665

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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歳　入 （款）15． 国庫支出金

（項） 2． 国庫補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 5 子ども・子 4,232 新型コロナウイルス対策事業費補助金 4,232

育て支援事 　12,700×1／3

業費補助金

 3 衛生費国庫補助金 103,809 54,730 158,539  1 保健衛生費 54,730 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費補助金 54,730

補助金 　54,730×10／10

 7 教育費国庫補助金 9,661 152 9,813  3 中学校費補 152 要保護生徒修学旅行費補助金 152

助金 　305×1／2

計 1,360,684 581,790 1,942,474

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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歳　入 （款）16． 県支出金

（項） 2． 県補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 2 民生費県補助金 327,345 14,788 342,133  3 児童福祉費 10,556 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 10,556

補助金 　保育所、幼稚園等　　8,048

　　64,403×1／8

　学童保育所　　　　　2,508

　　15,048×1／6

 7 子ども・子 4,232 新型コロナウイルス対策事業費補助金 4,232

育て支援事 　12,700×1／3

業費補助金

計 573,115 14,788 587,903

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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歳　入 （款）16． 県支出金

（項） 3． 委託金 （単位 ： 千円）

節   

目

 6 教育費委託金 0 400 400  2 小学校費委 200 鍛ほめプロジェクト調査研究事業費委託金 200

託金 　植木小学校対象　200×10／10

 3 中学校費委 200 鍛ほめプロジェクト調査研究事業費委託金 200

託金 　植木中学校対象　200×10／10

計 103,899 400 104,299

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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歳　入 （款）22． 市債

（項） 1． 市債 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 民生債 66,800 60,900 127,700  3 社会福祉施 60,900 社会福祉施設整備事業債 60,900

設整備事業 　保健福祉センター整備事業

債 　　67,681×90％

 7 教育債 35,600 18,800 54,400  2 中学校債 14,900 中学校施設整備事業債 14,900

　老朽化バスケットゴール改修事業

　　19,997×75％

 4 社会教育債 3,900 社会教育施設整備事業債 3,900

　ユメニティのおがた空調制御機器更新事業

　　5,268×75％

計 1,896,900 79,700 1,976,600

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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歳　出 （款） 3． 民生費

（項） 2． 児童福祉費 (単位：千円)

節       

目

 1 児童福祉 313,378 25,020 338,398 国庫支出金 7,148 10 需用費 1,972 修繕料

総務費 12,698 12 委託料 23,048 放課後児童健全育成事業委託料

県支出金

5,174

 2 児童措置 1,369,874 126,512 1,496,386 国庫支出金  3 職員手当 1,317 時間外勤務手当

費 126,512 等

10 需用費 666 消耗品費

11 役務費 496 通信運搬費 300

手数料 196

12 委託料 4,383 電算システム改修委託料 1,600

人材派遣業務委託料 2,783

18 負担金補 119,650 低所得の子育て世帯に対する生活支援

助及び交 特別給付金 119,650

付金 　ひとり親世帯分　  　79,650

　ひとり親世帯以外分　40,000

 6 保育事業 2,278,876 55,433 2,334,309 国庫支出金 7,726 18 負担金補 3,800 新型コロナウイルス感染拡大防止事業

費 39,988 助及び交 補助金

県支出金 付金

7,719 19 扶助費 51,633 児童福祉施設扶助費 43,986

認定こども園施設型給付費 7,647

計 4,000,541 206,965 4,207,506 192,091 14,874

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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歳　出 （款）10． 教育費

（項） 1． 教育総務費 (単位：千円)

節       

目

 4 幼児教育 631,669 13,672 645,341 国庫支出金 1,900 18 負担金補 900 新型コロナウイルス感染拡大防止事業

振興費 9,877 助及び交 補助金

県支出金 付金

1,895 19 扶助費 12,772 幼稚園施設型給付費 11,551

認定こども園施設型給付費 1,221

計 859,200 13,672 872,872 11,772 1,900

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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歳　出 （款）10． 教育費

（項） 2． 小学校費 (単位：千円)

節       

目

 1 学校管理 138,699 3,789 142,488 3,789 17 備品購入 3,789 校用器具費

費 費

 3 教育指導 113,308 200 113,508 県支出金  7 報償費 10 報償金

費 200  8 旅費 30 普通旅費

10 需用費 160 消耗品費

計 788,655 3,989 792,644 200 3,789

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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歳　出 （款）10． 教育費

（項） 3． 中学校費 (単位：千円)

節       

目

 1 学校管理 54,402 24,665 79,067 14,900 9,765 10 需用費 557 修繕料

費 12 委託料 220 校内通信ネットワーク整備業務委託料

17 備品購入 23,888 校用器具費

費

 2 教育振興 143,436 5,605 149,041 国庫支出金 5,453 19 扶助費 5,605 要保護及び準要保護生徒修学旅行費

費 152

 3 教育指導 29,482 200 29,682 県支出金  7 報償費 10 報償金

費 200  8 旅費 30 普通旅費

10 需用費 160 消耗品費

計 413,606 30,470 444,076 352 14,900 15,218

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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歳　出 （款）10． 教育費

（項） 4． 社会教育費 (単位：千円)

節       

目

12 文化施設 169,818 5,268 175,086 3,900 1,368 10 需用費 5,268 修繕料

費

19 文化財費 38,526 7,236 45,762 諸収入 4,236  1 報酬 900 会計年度任用職員報酬　５人

3,000  4 共済費 4 各種保険料

10 需用費 332 消耗品費

12 委託料 6,000 燻蒸委託料 374

文化財修復委託料 5,626

計 292,650 12,504 305,154 3,900 3,000 5,604

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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6月補正予算　【歳出】10.3.1　備品購入費内訳

款項目 節 事業名 内容 詳細 積算金額 予算計上

バスケットゴール更新

・二中（固定式1基）
　872,500円×1.1

・三中（移動式1対、固定式1対）
　9,224,000円×1.1

・植木中（吊下式1対、固定式2対）
　8,082,000円×1.1
【全て既存品撤去費用込】

19,996,350円 19,997千円

特別支援学級増対応
（エアコン）

987,800円 987,800円 988千円

コンピュータールームエアコ
ン更新

2,902,900円 2,902,900円 2,903千円

23,888千円

10.3.1 17 中学校施設維持管理事業



 

 

令和 3年度 

 

 

直方市教育委員会の権限に属する事務 

 

の管理及び執行の状況についての点検 

 

及び評価報告書 

 

 

 

 

 

 

直方市教育委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

目次 

 

1． 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の概要 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1 
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教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の概要 

 

1 目的 

効果的な教育行政を推進するとともに、市民への説明責任を果たし、市民に

信頼される教育を行うことを目的として､平成 19年 6月に公布された地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、教育委員会は、その権限

に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果を

議会に報告し、公表することが義務付けられた。 

また、点検及び評価を行う際には、教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図るものとされている。 

 

2 点検・評価の対象及び方法 

 ○ 令和 3年度直方市教育施策要綱に掲げる主な施策の目標達成に向けた取

り組み状況と課題、成果の点検や今後の方向性を示したうえで、達成評価

を行う。 

   達成評価は 目標を完全に達成できた。           A 

         目標達成に向けて順調に推移している。または、 

概ね目標を達成できた。            B 

         目標達成には取組の強化が必要         C 

         目標を大きく下回り、抜本的な見直しが必要   D 

  の 4段階で評価する。 

 ○ 学識経験者が、施策評価や施策の改善点について、意見を述べる。 

 

3 点検・評価結果の公表等 

① 点検、評価の結果についての報告書を議会へ提出 

② ホームページ上で公表する。 

 

参考 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第 26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の

規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。）の管理及び執行

の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これ

を議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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教育委員会の活動状況 

 
１．教育長及び教育委員の状況 

   

教 育 長 
氏  名 在期期間 期数 

山 本 栄 司 R3.12.13～R6.12.12 2期 

教育委員      

区  分 氏  名 在期期間 期数 

委  員 

教育長職務代理者 
篠 田 尊 徳 R2.12.15～R6.12.14 1期 

委   員 中 野 昭 子 H30.12.16～R4.12.15 1期 

委   員 阿 部 英 子 R3.12.16～R7.12.15 2期 

委   員 内 藤 誠 治 R2.7.1～R5.12.14 1期 

 

 

２．教育委員会の開催状況 

月  日 議案等 内    容 

4月13日 

定例会 

◎議案 
議案第１号 直方市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

議案第２号 ６月補正予算について 

◎協議事項 なし 

◎報告事項 

・定例教育委員会年間予定について 

・令和３年度直方市立小中学校管理職等人事について 

・直方市保育所整備補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

・直方市伝統文化振興補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

5月11日 

定例会 

◎議案 

議案第3号 直方市いじめ問題対策連絡協議会委員及び直方市いじめ問題専門委員会委員の委嘱

について 

議案第4号 直方市教育支援委員会委員の委嘱について 

◎協議事項 なし 

◎報告事項 

・小中学校体育館照明器具の改修について 

・直方市セカンドブック事業実施要綱を廃止する告示及び直方市幼児教育のための絵本配布事業実

施要綱の新規制定について 

・直方市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)支給事

業について 

・直方市公民館類似施設設置助成金に係る6月補正について 

・子ども・子育て事業計画特例措置分(新型コロナウイルス対策)に係る6月補正について 

・令和３年度直方市教育委員会学校訪問日程ついて 

6月1日 

定例会 

◎議案 なし 

◎協議事項 
・令和2年度直方市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評

価報告書について 

◎報告事項 

・感田小学校屋内運動場の照明器具発火に関して 

・令和３年度直方市教育委員会学校訪問実施要項 

・６月補正について 

・直方市保育環境改善対策事業（新型コロナウイルス感染症対策支援）補助金交付要綱について 

・直方市地域子ども・子育て支援事業（特例措置分）における新型コロナウイルス感染症感染拡大防

止対策事業補助金交付要綱について 

・直方市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得

の子育て世帯分）支給事業実施要綱について 

7月13日 

定例会 
◎議案 

議案第5号 令和2年度直方市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点

検及び評価報告書について 

議案第6号 直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則について 

議案第7号 直方市保育の必要性の認定基準及び保育所利用に関する事務取扱要綱の一部を改正

する告示について 
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◎協議事項 ・総合教育会議の開催について 

◎報告事項 

・６月定例会一般質問について 

・直方市立体育館の使用について 

・直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部を改正する

規則について 

8月5日 

定例会 

◎議案 

議案第8号 直方市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の制定

について 

議案第9号 直方市教育委員会事業後援取扱い要綱の制定について 

議案第10号 直方市文化財等に関する有識者委員会委員の委嘱について 

議案第11号 直方市文化財等に関する有識者委員会への諮問について 

◎協議事項 ・実施計画について 

◎報告事項 なし 

9月1日 

定例会 

◎議案 

議案第12号 令和３年度９月補正予算について 

議案第13号 令和２年度歳出決算（教育委員会分）について 

議案第14号 独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱の制定について 

◎協議事項 なし 

◎報告事項 
・直方市学校給食費の管理に関する条例について 

・子ども子育て会議の委員について 

10月5日 

定例会 

◎議案 

議案第15号 直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則につい   

て 

議案第16号 直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則の全部を改正する規則について 

議案第17号 直方市教育委員会交際費に関する要綱の一部を改正する告示について 

議案第18号 直方市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

議案第19号 直方市美術館協議会委員の委嘱について 

◎協議事項 なし 

◎報告事項 
・9月定例会一般質問について 

・直方市幼児教育のための絵本配布事業実施要項の一部を改正する告示について 

11月16日 

定例会 

◎議案 

議案第20号 12月補正予算について 

議案第21号 直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準に関する条例の一部

を改正する条例について 

議案第22号 直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例の一部を改正する

条例について 

議案第23号 直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則の一部を

改正する規則について 

議案第24号 直方市美術館美術作品等寄贈に関する要綱の制定について 

◎協議事項 
・令和４年度予算について 

・直方市立学校規模適正化の推進について 

◎報告事項 ・令和３年度直方市教育委員会学校訪問（延期分）日程 

12月17日 

定例会 

◎議案 

議案第25号 直方市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条

例施行規則の制定について  

議案第26号 直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則につい   

て 

議案第27号 直方市学校給食費滞納整理等事務処理要綱の制定について 

議案第28号 直方市子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時特別給付（先行給付

金））支給事務実施要綱の制定について 

◎協議事項 なし 

◎報告事項 

・12月議会報告 

・令和4年度直方市ハートフル奨学金について 

・令和4年度弾力化児童数等について 

・令和4年度特別支援学級等の入退級に係る状況について 

1月11日 ◎議案 議案第29号 直方市学校給食用物資納入業者指名基準に関する取扱要綱の制定について 
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定例会 ◎協議事項 ・教育委員会告辞について 

◎報告事項 ・成人式について 

2月8日 

定例会 

◎議案 

議案第30号 直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則について 

議案第31号 押印を求める手続の見直し等のための関係教育委員会規則の整理に関する規則の制

定について 

議案第32号 押印を求める手続の見直し等のための関係教育委員会要綱等の整理に関する告示に

ついて 

議案第33号 保育士及び幼稚園教諭に対する処遇改善事業実施要綱の制定について 

議案第34号 学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱の制定について 

議案第35号 直方市教育委員会令和４年度予算について 

議案第36号 令和３年度３月補正予算について 

議案第37号 直方市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について 

◎協議事項 ・令和4年度直方市教育施策要綱について 

◎報告事項 なし 

3月15日 

定例会 

◎議案 

議案第38号 令和４年度直方市教育委員会施策要綱について 

議案第39号 直方市文化財等に関する有識者委員会委員の委嘱について 

議案第40号 直方市教育委員会における直方市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

施行規則の制定について 

議案第41号 直方市立学校再編推進委員会設置要綱を廃止する告示について 

◎協議事項 なし 

◎報告事項 

・３月定例会について 

・直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

・直方市男女共同参画研修等参加補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

・直方市アンビシャス活動助成金交付要綱の一部を改正する告示について 

・直方市文化財保護事業補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

・直方市社会教育活動費補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

・直方市公民館類似施設設置助成金交付要綱の一部を改正する告示について 

・直方市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業(支援給付金)実施要綱の新規制定について 

・押印を求める手続きの見直しのための関係要綱の整理に関する告示について 

・直方市保育環境改善対策事業(新型コロナウイルス感染症対策支援)補助金交付要綱の一部を改正

する告示について 

 

３．学校訪問の状況 

月 日 学校名 

７月 ５日 上頓野小学校 

９月２８日 直方第三中学校 （緊急事態措置により中止） 

９月２９日 直方東小学校   （緊急事態措置により中止） 

１０月１４日 直方第一中学校 

１１月１７日 直方西小学校 
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点検及び評価シート 1 

1 主要施策名 教育施策の充実 

2 取組・事業名 
① 総合教育会議の運営 
② 教育委員会の充実 
③ 学校事務の効率化 

3 担当課 教育総務課 

4 取組・事業の 

目標 

① 法律の趣旨を踏まえた事務局機能の遂行 
② 適切な事務執行管理と教育施策の充実 
③ 経理をはじめとする学校事務の効率化 

5 取組・事業の 

内容と取組状況 

① 総合教育会議の実施（全 2回） 
② ・教育委員研修の実施 
  ・ホームページでの定例教育委員会会議録の公表 
  ・学校訪問の実施 

（上頓野小学校、直方西小学校、直方第一中学校） 
③ ・共同学校事務室運営協議会の実施 
  ・教育委員会事務局内での研修・情報共有 
  ・学校事務員との情報共有会の実施 

6 取組・事業の 

成果と課題 

①総合教育会議の運営 

【成果】 

総合教育会議で、学校規模適正化の取組みが必要である

ことが確認された。 

【課題】 

 教育施設の整備には巨額の予算が必要となるので、引き

続き市長部局と教育委員会双方で協議が必要。 

 
②教育委員会の充実 

【成果】 ・適切な事務執行の実施 

     ・教育委員の小中学校の現状把握 

【課題】教育施策の充実に向けた具体的な実施事項 

 

③学校事務の効率化 

【成果】 

学校校納金の公会計化、連絡手段のデジタル化、統合型校

務支援システムの導入について、検討を進めることとした。 

【課題】 

 予算の確保 

7 取組・事業の 

今後の方向性等 
継続して取り組みを実施する。 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 
達成状

況 

①総合教育会議の

運営 

 

②教育委員会の充

実 

 

 

③学校事務の効率

化 

総合教育会議の実施回数 

 

 

学校訪問の実施校数 

※緊急事態措置により 2校中

止 

 

学校事務効率化方針の決定 

2回 

 

 

3校 

 

 

 

決定 

1回 

 

 

5校 

 

 

 

決定 

B 
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点検及び評価シート 2 

1 主要施策名 教育環境の整備・充実 

2 取組・事業名 
① 学校施設の整備充実 
② 長寿命化と学校再編の検討 

3 担当課 教育総務課 

4 取組・事業の 

目標 

① 老朽化した学校施設の改善整備とともに、災害時の避難

所としての機能強化を図る。 

② 今後の施設整備計画については、学校給食の提供方法と
施設整備、学校再編方針などを踏まえて検討する。 

5 取組・事業の 

内容と取組状況 

① 老朽化対策事業として、直方北小学校、新入小学校、植
木小学校各学校校舎の内部（床等）外部（屋上防水等）改
修を実施した。  

トイレ快適化事業として、直方南小学校、下境小学校校
舎のトイレ改修を行った。 

② コーホート変化率法により、2040年までの児童生徒数の
推計値を作成した。また、総合教育会議で、学校規模適正
化を議題とした（8月 5日、10月 21日の 2回開催）。 

6 取組・事業の 

成果と課題 

① 学校施設の整備充実 

【成果】 

老朽化対策事業は、国の補助金を活用するため年度    

別の目標が立てにくいが、確実に申請、事業を実施した。 

また、トイレ快適化事業により小中学校のトイレの洋式

化率は 49.2％となり、昨年度の 43.8％から大幅に上昇した。 

【課題】 

トイレの洋式化率は、目標としている福岡県のトイレ洋

式化率も年々上昇（令和 2 年 9 月 1 日現在で 56.0％）して

いるため、なかなか目標値に届かない。また、トイレ改修の

みの補助金制度は存続が不透明なため、長寿命化改良事業

等他事業での対応も行っていく必要がある。 

 

②長寿命化と学校再編の検討 

【成果】 

総合教育会議で、学校規模適正化についての必要性を確

認した。それを受け、関係課による学校規模適正化庁内検討

委員会設置要綱を制定し、第 1回委員会を開催（3月 22日）

した。 

【課題】 

通学の安全性や地域へ与える影響等、保護者等の意見を

踏まえた検討が必要となる。国が定める適正配置基準を元

に本市の地域性を考慮し、方針を定める必要がある。 
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7 取組・事業の 

今後の方向性等 

① 学校施設の大規模改修、トイレ快適化については、学校
規模適正化を念頭に長寿命化計画に則って整備を進め
る。 

② 過去の経緯や施設の長寿命化計画踏まえ、他先行自治体
への視察や内部検討を実施し、適切なスキームを作成す
る。スキームに沿って新たな学校再編基本方針を作成す
るとともに、学校給食の提供方針や施設の更新を合わせ
て検討する。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 
達成状

況 

①学校施設の整備

充実 

 

②長寿命化と学校

再編の検討 

小中学校のトイレの洋式化率

（％） 

 

学校規模適正化検討の着手 

49.2％ 

 

 

着手 

56.0％ 

 

 

着手 

B 
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点検及び評価シート 3 

1 主要施策名 食育の推進 

2 取組・事業名 

① 安心・安全な給食提供 
② 食育の推進 
③ 小学校給食費の徴収 
④ 中学校給食提供方法の変更 

3 担当課 教育総務課 

4 取組・事業の 

目標 

① 食中毒や異物混入を防止するとともに、計画的な給 

食施設及び設備の更新を進める。 

② 食習慣の改善と健康な体づくりに取り組む子どもの 

育成を目指した食育を推進する。 

③ 徴収方法の保護者の利便性向上と滞納防止 

④ 令和 4 年度の 2 学期から、全員喫食、食缶方式に変更

するための作業を進める。 

5 取組・事業の 

内容と取組状況 

① ・調理従事職員の毎月の健康管理の徹底（毎月の細菌 

検査、冬季のノロウイルス検査の実施） 

  ・残留農薬検査の実施（6月・10月） 

・給食設備の更新（冷蔵庫・オーブン等） 

② ・調理員研修会の実施、直方産食材の使用 

③ ・多様な金融機関、コンビニ収納の実施 

  ・児童手当からの引き去り実施 

  ・直方市学校給食費滞納整理等事務処理要綱を制定 

④ 全員給食実施に向けた準備 

  ・消耗品・備品購入、搬入口の拡張工事 

  ・調理配送業務委託契約締結（民間事業所での調理） 

  ・賄材料費の公会計化、給食費の決定 

6 取組・事業の 

成果と課題 

①安心・安全な給食提供 

【成果】 

細菌検査や残留農薬検査を徹底して行うことにより食中

毒を防止した。給食備品の更新も計画的に進んでいる。 

【課題】 

 他市で金属片の異物混入が起きていることから、刃物系

の給食備品の点検を強化する必要がある。 

 

②食育の推進 

【成果】 

 給食だよりや放送を中心に意識啓発を行った。 

【課題】 

 計画的な生産が難しいことから、地元産青果の使用が進

まない。 

 

③ 小学校給食費の徴収 
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【成果】 

支払い方法を増やしたことから、利便性が向上したと思
われるが、収納率の向上につながるかは、まだ分からない。 
また、滞納に対する事務処理をマニュアル化したことに

より、画一的な対応ができるようになった。 
【課題】 
 公会計化により教職員の事務が軽減され、さらに保護者
にとっては支払いやすい環境が整ったので、ほぼ理想の形
になったと思われる。 
 
④ 中学校給食提供方法の変更 
【成果】 
 かねてからの課題であった配缶方式による全員給食につ

いて、令和４年度２学期からの実施が決まった。 
【課題】 
 中学校全員給食の実施にあたり、アレルギー対応等細部
の取り決めについて、教職員と共有を図る必要がある。 

7 取組・事業の 

今後の方向性等 

令和 4 年 2 学期からの中学校全員給食実施に向け、学校
現場と協議しながら、スムーズな導入を図る。 
また、小学校給食費の滞納整理を適切に実施していく。 

 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 
達成状

況 

①安心・安全な給食

提供 

 

②食育の推進 

 

 

 

③小学校給食費の

徴収 

 

④中学校給食提供

方法の変更 

細菌検査（毎月） 

ノロウイルス検査（10～3月） 

 

地元産青果の使用品目数 

・小学校 

・中学校 

 

小学校給食費の収納率（％） 

※令和 4年 5月現在 

 

配缶方式による全員給食実施

の決定 

12回 

6回 

 

 

1 

7 

 

98.6％ 

 

 

決定 

12回 

6回 

 

 

3 

8 

 

99.0％ 

 

 

決定 

B 
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点検及び評価シート 4 

1 主要施策名 就学支援の実施（就学援助） 

2 取組・事業名 義務教育の円滑な実施 

3 担当課 教育総務課 

4 取組・事業の 

目標 

就学援助の対象者であって、援助を必要とする者がもれ

なく申請できる環境を整える。 

5 取組・事業の 

内容と取組状況 

コロナ禍において、申請者が市役所に来なくても申請で

きるようにするための手段を検討する。 

※就学援助の対象：学用品費及び通学用品費、新入学児童

生徒学用品費、修学旅行費、社会見学旅行費、自然教室費、

ふれあい学級宿泊訓練費、学校給食費、医療費、通学費 

6 取組・事業の 

成果と課題 

【成果】 

新規の申請者以外は郵送受付でも対応可とした。 

また、申請環境の多様化を考慮し、令和 4 年度から電子

申請の受付を可能とした。 

さらに、収入が著しく下がった世帯については、前年度の

所得審査で非認定となっても、当該年度の見込み所得で再

審査し、所得が基準以下の場合は認定を行った。 

【課題】 

認定基準の見直しと特別支援教育就学奨励費の採用 

7 取組・事業の 

今後の方向性等 

 就学支援システムの見直しに合わせて、「認定基準の見直
し」と「特別支援教育就学奨励費の採用」を検討する必要が
ある。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 
達成状

況 

義務教育の円滑な

実施 

就学援助の円滑な申請受付 

・郵送での受付実施 

・R4からの電子申請導入の検討 

実施 実施 A 
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点検及び評価シート 5 

1 主要施策名 確かな学力の育成(学力の向上) 

2 取組・事業名 

① 授業改善の推進 

② 基礎学力の定着、補充学習の推進 

③ グローバル化に対応した教育の推進 

④ ICTを活用した教育活動の推進 

3 担当課 学校教育課 

4 取組・事業の目標 

① 基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付け、思考力・判断

力・表現力を持つ子どもを育成するための授業改善を推進す

る。 

② 基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付けるための支援環

境を整備する。 

③ 子どもの英語でのコミュニケーション能力を育成するため、

英語教育に対応した指導体制の整備、発表や体験の場を設定

する。 

④ ICT機器を活用した学習・指導方法の改善を図る。 

5 取組・事業の内容

と取組状況 

① 授業改善の推進 

市内 4中学校区のすべての小中学校において、小中一貫教育

に取り組んでいる。 

・のおがた授業モデルを活用した取り組みの充実を図った。 

・各中学校区に音楽専科教員を配置し、全小学校高学年（5・ 

6年生）へ音楽科学習を通して、小中の連携を図った。 

・研究発表会を行い、小中学校教員の指導方法や児童生徒の 

共通理解を深めた。 

平成 26 年度より福岡県学力アップ推進事業の強化指定市町

村の指定を受け、市内全小中学校の「学力向上推進プラン」の

策定・実施・評価について指導・支援を行った。 

・学力アップの非常勤講師を配置し、個別指導・補充学習を

充実させた。 

・年間 3回の学力向上検証委員会を開催し、取組の検証・改 

善を行った。 

 

② 基礎学力の定着のための支援および補充学習等の推進 

・各小中学校において、補充的な指導を充実させるために学 

習支援員を配置した。 

・基礎学力、集中力を身につけさせるため、昨年度よりより

徹底反復学習導入をし、毎日の帯時間(15 分)に、音読、百

ます計算、漢字ドリル等をテンポよく取り入れ集中力の育

成と基礎学力の定着に努めた。 

・家庭学習の習慣化と放課後の学習支援を目的として、放課 

後学習を実施した。(コロナ禍において、できる範囲で行っ
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た。) 

・日常的・継続的な読書活動を充実させるために、各小中学 

校への図書支援員の配置を推進した。 

・きめ細やかな学習指導と基礎的・基本的な学力の定着を図 

るために、小学校 3～4 学年の 36～40 人の学級において、

35人学級編制を実施した。 

 

③ グローバル化に対応した教育の推進 

・児童生徒の英語に対する慣れ・親しみやコミュニケーショ

ン能力の向上を図るために、外国語指導助手(以下 ALT)やイ

ングリッシュサポーターを配置し、体験的学習や発表の機

会を増やした。 

・英語発表会を実施した。 

・子どもの英語でのコミュニケーション能力を育成するため、

小学校 6年生において、オンライン英会話(フィリピンセブ

島)を行った。 

④ ICTを活用した教育活動の推進 

基礎的・基本的な学習内容の習得と授業の視覚化・効率化を

図るために、ICT機器の活用を推進した。 

・各小中学校へ ICT支援員を派遣し、ICTを活用した学習の 

充実を図った。 

・年間計画にもとづいて、小学校プログラミング教育を実施 

した。 

・ICTへの知識が高い教員より選抜したプロジェクトチーム 

を編成し、ICTを活用した未来型授業づくりの授業実践を行

った。 

6 取組・事業の成果

と課題 

 

① 授業改善の推進 

(1) 小中一貫教育の推進 

【成果】 

・小中 9年間を通しての学習規律、学習指導を小中の教員が共通

理解のもと進めている。これにより中学校に入学してから生徒

が戸惑う場面がなくなり、中一ギャップの解消につながってい

る。また、小中の教職員の連携か深まっている。 

・市内で 3名の音楽専科教員を配置し、全小学校高学年へ効果的

に専科指導を行うことができた。 

・直方第三中学校区において、福岡県重点課題研究指定の 3年次

研究発表会を行った。小中学校教員の指導方法や児童生徒の実

態について、共通理解を深めることができた。 

【課題】 

・現在、小中連携した専科教員の配置が音楽科のみとなっている

ので、他教科にも広げていく必要がある。 
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・小中一貫教育に関わる共同研究や特色ある取り組みのさらなる

充実を図ることが必要である。 

 (2) 直方市学力アップ推進事業 

【成果】 

・年間 2回学力向上検証委員会を開催し、各種学力調査の結果と

取組の検証と改善を行った。特に、基礎学力向上のための児童

生徒の実態に即した取組について各学校の実践をもとに協議

し、指導方法の工夫改善を行うことができた。 

・授業づくりの指針となる「のおがた授業モデル」を活用した授

業づくりの推進を図ることができた。特に、帯時間を活用した

集中力を身に着ける取り組みや、家庭学習の充実を図る取り組

みの充実を図ることができた。 

・令和 3年度全国学力・学習状況調査の結果は、小学校で過去 2

番目、中学校においては過去最高の結果であった。 

【課題】 

・授業改善において、若年教員の実践的指導力の向上に課題があ

った。 

② 基礎学力の定着のための支援および補充学習等の推進 

【成果】 

・徹底反復学習を市内全小学校に取り入れ、朝や昼の帯時間に、

百ます計算、音読、漢字ドリルを、年間を通して計画的に取り

入れ、児童の集中力や基礎学力の向上につながった。 

 小学校全教員対象の研修会を年 2回実施し、よりよい実践の共

通理解を図った。 

・各小中学校の学習支援員の配置については、コロナ禍の影響の

中、できる限りの実施を図った。 

・日常的・継続的な読書活動を充実させるために、全小中学校へ

図書支援員を配置し、読書環境の整備を図ることができた。 

・市内 3 小学校 4 学級に市の教育職員を配置し、35 人学級編成

を実施した。これにより、きめ細やかな学習指導と基礎的・基

本的な学力の定着へ向けた学習指導を行うことができた。 

【課題】 

・コロナ禍において、放課後学習の実施が計画的にできない状況 

であった。 

・市主催「子ども読書リーダー養成講座」は、コロナ禍で、未実 

施であった。 

 

③ グローバル化に対応した教育の推進 

(1)児童生徒の英語に対するコミュニケーション能力の向上 

【成果】 

・市内小学校へ 3名（週 1～2日程度）、中学校へ 1名（年間 
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37～70日程度）の ALTを派遣し、ネイティブスピーカーを活用

した授業の充実を図ることができ、児童生徒の意欲が高まっ

た。 

・子どもの英語でのコミュニケーション能力を育成するため、

小学校 6 年生において、オンライン英会話(フィリピンセブ

島)を年間 2回実施した。 

 ・コロナ禍において感染対策を図り、11月に英語発表会を実施

した。 

【課題】 

・夏休みに小学 3・4年生を対象に 1日、小学 5・6年生を対象に

1日の「小学生えいご広場」の開催を予定していたが、コロナ

禍により中止となった。 

・英語でのコミュニケーションに対する意欲や慣れ親しみを高め

るためにも、ALT以外の人材も活用し英語教育の充実を図る必

要がある。 

 

④ ICTを活用した教育活動の推進 

【成果】 

・令和 2年度末までに 1人 1台タブレットの整備が完了し、令和

3年度は、電子黒板、デジタル教科書指導者用、学習ソフト等 

ICT機器を活用した授業実践の推進を図ることができた。 

・各小中学校へ ICT支援員を派遣（週 1回）し、ICTを活用した

学習やプログラミング教育の充実、校務の ICT機能化を図るこ

とができた。 

・プロジェクトチームによる未来型授業づくりの授業研究を行

い、年 2回、タブレット、電子黒板等 ICTを活用した公開授業

を行った。 

【課題】 

ICT活用の授業改善を推進していく必要がある。 

・教員の ICTスキル向上へ向けた研修を充実させる必要がある。 

・プロジェクトチームによる ICTを活用した授業公開をさらに推

進していく必要が在る。 

・各学校において、ICT教育の年間計画を見直して、タブレット 

や電子黒板等を活用した授業づくりを進めていく必要がある。 
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7 取り組み・事業の

今後の方向性など 

① 授業改善の推進 

(1) 小中一貫教育の推進 

・教科の幅を広げた専科教員の配置等の取組の充実 

(2) 直方市ふくおか学力アップ推進事業 

・少人数指導を継続・充実させるための非常勤講師の継続配置 

 

②  基礎学力の定着のための支援および補充学習等の推進 

・集中力を高めるための徹底反復学習の推進 

 ・学習支援員、放課後学習支援員、図書支援員の拡充 

  

③グローバル化に対応した教育の推進 

 ・小学校 ALTの増員 

 ・外部指導員の活用 

 ・オンライン英会話の継続推進 

 

③ ICTを活用した教育活動の推進 

 ・タブレット PC等 ICT機器を活用した授業づくりの調査・研究 

 ・ICTスキルアップ研修の充実 

 ・プロジェクトチームによる未来型授業実践の推進 

 ・各学校における ICT機器活用の授業実践の推進 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 授業改善

の推進 

 

 

 

② 基礎学力

の定着、

補充学習

の推進 

 

③ グローバ

ル化に対

応した教

育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

④ ICT を活

用した教

育活動の

推進 

直方市標準学力調査（小学校）国語・

算数で 95ポイント以上 

 

小中一貫専科教員の配置 

 

学習・図書支援員を配置 

 

 

 

 

市主催指導力向上研修会（小中合同研

修会を含む）の実施 

 

ALTの配置 

 

 

英語ひろばの開催  

 

英語発表会の参加者数 

 

 

プロジェクトチームによる ICT 機器

を活用した未来型授業の研究調査 

国語 0学年 

算数 3学年 

 

3名 

 

学習 15校 

図書 15校 

 

 

 

年 3回 

 

 

小 3名 

中 1名 

 

中止 

 

小  5名 

中 22名 

 

年 4回 

 

国・算 

全学年 

 

3名 

 

学習 15校 

図書 15校 

 

 

 

年 3回 

 

 

小 3名 

中 1名 

 

2日 

 

小  5名 

中 20名 

 

年 4回 

 

B 
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点検及び評価シート 6 

1 主要施策名 豊かな心の育成 

2 取組・事業名 

① 道徳科の授業改善の推進 

② 体験活動等の推進 

③ 人権教育の推進 

④ いじめや不登校の解消 

⑤ キャリア教育の推進 

⑥ 奨学金制度の充実 

3 担当課 学校教育課 

4 取組・事業の目標 

① 子どもたちが自ら考え、議論する道徳科授業への改善・充実

を図る。 

② 自然体験活動、地域の歴史や文化に学ぶ活動などを通して心

の教育の充実を図る。 

③ 人権尊重の精神の育成及び学力と進路の保障を目指して、学

校教育全体を通して人権教育を推進する。 

④ いじめ、不登校の未然防止・早期発見・早期対応のための体

制整備と一人一人に応じたきめ細かな指導や相談等が実施で

きるよう環境整備に努める。 

⑤ 子どもの発達段階に応じた勤労観、職業観を育み、自立した

生き方を考え、進路実現のための支援体制を整備する。 

⑥ 将来の夢に向かって頑張る高校生等を経済的に支援すること

により、市の発展に寄与する人材の育成を図る。 

5 取組・事業の内容

と取組状況 

① 道徳教育の推進 

・各中学校区合同研修会で「豊かな心の育成」に関する部会を中

心に、小中学校での道徳科授業研究や各学校の実態に応じた取

組について協議を行った。 

 

② 体験活動等の推進 

・各地域の実態に応じた地域の自然や歴史、文化を学ぶ活動を実

施した。 

 

③ 人権教育の推進 

・直方市中学校ブロック人権教育推進事業「第 6期事業 1年次」

において、各中学校区で学力保障や人権教育、人権のまちづく

りに関する研究部会を設置し、校区の課題を解決するための取

組を行った。 

・「福岡県人権教育推進プラン」をもとに、各学校の人権教育全

体計画を作成し、人権感覚の育成に関する取組を行った。また、

「人権教育のための授業づくり 10 の視点」や「環境づくり 10

の視点」をもとにした、人権教育の授業改善を行った。 

・人権教育学習教材集「あおぞら・あおぞら 2」や同和教育副読

本「かがやき」を各教科や特別活動の年間計画に位置付け、地
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域教材の積極的な活用を行った。 

 

④ いじめや不登校の対応 

・「直方市いじめ防止基本方針」及び「学校いじめ防止基本方針」

に基づく指導及び対応の徹底を行った。 

・不登校等、配慮を要する児童生徒への対応について、各校の教

頭及び担当者を対象に研修会を開催したり指導主事が学校訪

問を行ったりして、情報収集や関係機関との連絡調整、指導お

よび対応の徹底を行った。 

・直方市学校適応指導教室を運営し、不登校や不登校兆候児童生

徒の自立心や社会性を高めるための体験的活動を多く取り入

れ、学校復帰に向けた取組を行った。 

・各小学校に配置のスクールカウンセラーを活用し、年間 7回程

度の発達相談やカウンセリングを行った。中学校においては、

年間を通して週 1 回以上スクールカウンセラーの効果的な活

用を行うことができた。さらに年間 2回程度、教育事務所から

スクールカウンセラースーパーバイザーの派遣を依頼し相談

の充実を図った。また、植木中学校区に配置されたスクールソ

ーシャルワーカーを中心に、関係機関と連携し児童生徒の生活

環境の改善に取り組んだ。 

 

⑤ キャリア教育の推進 

・地域企業、関係機関、地域人材と連携し、小中学校における職

業学習は、コロナ禍において一部の学校で実施した。 

 

⑥ 奨学金制度の充実 

・市の発展に寄与する人材を育成するために、将来の夢に向かっ

て頑張る高校生を経済的に支援した。 

6 取組・事業の成果

と課題 

 

① 道徳教育の推進 

【成果】 

・各中学校区で授業研修を実施し、小中合同で道徳科授業づくり

や指導方法の工夫について協議を深めることができた。 

【課題】 

・道徳科授業の指導力向上を図るため、道徳教育推進教師が中心

となり各学校において研修等の充実を図る必要がある。 

 

② 体験活動の推進 

【成果】 

学年の発達段階に応じた体験学習等を行い、児童生徒の実体験 

の場や感性を高める場を設けることができた。また、総合的な 

学習の時間を中心に、地域の実態に応じた自然や歴史、文化に 
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ついての学習を行い、地域に対する理解を深めることができ 

た。 

・小学 6年生を対象とした「高取焼体験」 

・小学 5年生を対象とした「自然教室」 

・小学 3年生を対象とした「石炭記念館見学」 

・子ども絵画・版画作品展の実施 

【課題】 

・コロナ禍において、小・中学生を対象とした「英語発表会」

や劇団四季の「こころの劇場」はインターネット配信で実施す

ることができたが、「子ども音楽祭」は中止となり、「石炭記念

館見学」も一部の学校において実施できた状況であった。 

・予算縮小にともない、事業によっては開催が難しくなってきて 

おり、児童生徒への効果を検証し、事業の再編を行う必要があ 

る。 

 

③ 人権教育の推進 

【成果】 

・各中学校区の実態に応じた取組を行うことができた。 

・各中学校区の重点課題を中心に、児童生徒の人権感覚や人権に

関する知識理解の育成についての授業実践を行うことができ

た。 

【課題】 

・各学校の人権教育学習教材の活用や年間計画について見直しを

適宜行う必要がある。 

 

④ いじめや不登校対応 

【成果】 

・直方市いじめ防止基本方針やいじめの重大事態発生時の取組に

ついて、生徒指導担当者研修会を通して共通理解を図ることが

できた。 

・指導主事による学校への巡回訪問を行い(年２回)、情報収集及

び取組への指導・助言を行った。また、必要に応じて要保護児

童対策地域協議会のネットワークを活用し、子育て・障がい支

援課児童家庭係と連携し、学校と連絡を取り合い早期に事態の

収拾を図った。 

・直方市学校適応指導教室の入級状況は、中学生 7名であった。 

  生徒の実態に合ったきめ細かな指導を行うことができた。 

・小学校に配置されたスクールカウンセラーが、各小学校での発

達相談やカウンセリングを行い、児童や保護者の不安解消につ

なぐことができた。また、植木中学校区に配置されたスクール

ソーシャルワーカー等を活用し、関係機関と連携し学校復帰に
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向けた児童生徒の生活環境の改善に取り組むことができた。 

【課題】 

・いじめに端を発して保護者と学校が信頼関係を構築できないケ

ースが多々見られた。組織的な対応や管理職による丁寧で迅速

な初期対応が必要である。 

・不登校の未然防止の取組を行ったが、コロナ禍の影響もあり、

昨年度より不登校児童生徒数が大幅に増加した。 

 

⑤ キャリア教育 

【成果】 

・地域企業、関係機関、地域人材と連携し、中学 1,2年生を対象

に職業学習「夢授業」を実施した。 

【課題】 

・中学 2年生を対象に地域企業、団体、関係機関と連携して行う、

「直方市 14 才チャレンジウィーク」は、コロナ禍の影響で 2

年連続の中止となった。 

・小中 9年間を見通したキャリア教育を推進する必要がある。 

 

⑥ 奨学金制度の充実 

【成果】 

・市内在住の高校生 15 名に月額 2 万円を給付する「ハートフル

奨学金」を実施することができた。 

【課題】 

・今の事業規模で事業を継続していくこと。 

7 取組・事業の今後

の方向性等 

① 道徳教育の推進 

中学校区小中合同部会を活用した授業研修の充実 

 

② 体験活動の推進 

発達段階に応じた体験学習の継続と整理 

 

③ 人権教育の推進 

人権教育年間計画の再検討 

 

④ いじめや不登校対応 

不登校兆候児童生徒へ早期対応の充実 

 市独自のスクールソーシャルワーカーの配置 

  

⑤ キャリア教育 

  地域企業、関係機関、地域人材と連携した「夢授業」の継続 

小中 9年間を見通したキャリア教育を推進 

 

⑥ 奨学金制度の充実 

ハートフル奨学金の制度の継続 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 道徳科の授業

改善の推進 

 

② 体験活動等の

推進 

 

 

 

 

③ 人権教育の推

進 

 

 

 

 

④ いじめや不登

校の解消 

 

 

 

⑤ キャリア教育

の推進 

 

⑥ 奨学金制度の

充実 

小中合同による授業研修会を実施 

 

 

各学年の実態に応じた体験活動 

心の劇場、高取焼体験、自然教室、

石炭記念館・汽車倶楽部見学、大相

撲観戦、子ども音楽祭、英語発表会、

職場体験 

 

各学校人権教育研修会の実施 

 

 

小中合同研修会の実施 

 

 

不登校児童生徒の割合 

 

 

 

 

職場体験の実施 

 

 

奨学金制度を実施 

各中校区で

実施 

 

コロナ禍に

おいてでき

る学校のみ

実施 

 

 

実施率 

100% 

 

年 3回 

 

 

小学校 

1.2％ 

中学校 

7.42％ 

 

中止 

 

 

15名 

 

各中学校

区で実施 

 

すべて実

施 

 

 

 

 

実施率 

100％ 

 

年 1回 

 

 

小学校 

1.0％ 

中学校 

7.0％ 

 

3日実施 

 

 

15名 

B 

 

  

- 22 -



点検及び評価シート 7 

1 主要施策名 健やかな体の育成 

2 取組・事業名 
① 運動やスポーツをする習慣を定着させる取組 

② 健康教育・安全教育の推進 

3 担当課 学校教育課 

4 取組・事業の目標 

① 運動に慣れ親しみ、体力や運動能力を向上させる教育活動を

推進する。 

② 生涯を通じて健康で安全な生活を送ることができるように食

育や薬物乱用防止教育等の健康教育を推進する。 

5 取組・事業の内容

と取組状況 

① 運動やスポーツをする習慣を定着させる取組 

・新体力テストの実施 

・「体力向上プラン」の取組の促進 

・スポコン広場等の積極的活用 

・中学校部活動の運営支援及び外部指導者の派遣 

 

② 健康教育・安全教育の推進 

・栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭等と連携した食育の推進 

・「直方市食育推進計画」に基づく食育の推進 

・規範意識育成のための指導の充実 

  (薬物乱用防止、ネットモラル育成等) 

・安全教育・防犯教育の実施 

  (交通安全、救命救急、火災対応、地震対応等) 

 

6 取組・事業の成果

と課題 

 

① 運動やスポーツをする習慣を定着させる取組 

【成果】 

・コロナ禍において、各学校でできる範囲で、新体力テストを実

施した。児童生徒が目標を持って新体力テストを行うことがで

きるように工夫を図った。 

・新体力テストの結果(前年度)をもとに各学校で「体力向上プラ

ン」を作成し、各学校独自の取組(1 校 1 取組)を中心に体力向

上の取組を実施した。 

 （主な取組） 

□ 運動週間を設定し、○○オリンピック等の実施 

□ 体育委員会を中心とした定例の全校外遊びの実施 

□ スポコン広場の活用 

・コロナ禍の影響でスポコン広場チャレンジランキングゾーンへ

の登録は、11小学校であった。 

・部活動の活性化並びに教員の負担軽減及び超過勤務縮減を図る

ために、直方市中学校部活動外部指導者を中学校へ派遣した。

（直一 4名、直二 3名、直三 4名、植木 2名） 

【課題】 
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・各学校の実態に応じた運動の習慣化や体力向上プランを中心と

した取組の充実 

 

② 健康教育・安全教育の推進 

【成果】 

・「食育」を学校教育指導計画に位置付け、栄養教諭・学校栄養

職員、養護教諭等による「食育の授業」を全ての学校で実施し

た。 

・「規範教育」「情報モラル教育」は、全小中学校で実施した。 

・「安全教育」「防犯教育」「防災教育」を学校教育指導計画に位

置付け、各学校で実態に応じた交通安全教室や防犯教室、避難

訓練等を実施した。 

【課題】 

・情報モラル教育の充実と徹底、保護者への啓発 

7 取組・事業の今後

の方向性等 

① 運動やスポーツをする習慣を定着させる取組 

 ・新体力テスト実施における地域人材の活用 

 ・スポコン広場の有効活用 

 ・部活動指導員の継続配置と増員 

 

② 健康教育・安全教育の推進 

 ・各学校での食育の充実 

 ・情報モラル教育の充実と徹底、保護者への啓発 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 運動やスポー

ツをする習慣

を定着させる

取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新体力テスト（小 5、中 2） 

各種目全国平均値以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポコン広場チャレンジランキン

グゾーンへの登録 

 

部活動外部指導者数 

 

生活リズムチェックの実施 

 

コロナ禍

に お い

て、各学

校ででき

る範囲で

実施 

( 全 国 平

均との比

較不可) 

 

 

11校 

 

 

13名 

 

15校実施 

 

全 種 目 で

全 国 平 均

値以上 

(全 8種目) 

 

 

 

 

 

 

 

11校 

 

 

12名 

 

15校実施 

 

B 
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② 健康教育・安全

教育の推進 

 

 

 

 

 

 

「食に関する指導」を位置付け 

 

火災・地震・不審者・水害等の避難

訓練の実施 

 

 

交通安全教室の実施 

 

 

情報モラル教育の実施 

15校実施 

 

全小中学

校 2 回以

上実施 

 

コロナ禍

中止 

 

15校実施 

15校実施 

 

全 小 中 学

校 2回以上

実施 

 

11小学校 

 

 

15校実施 
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点検及び評価シート 8 

1 主要施策名 特別支援教育の充実 

2 取組・事業名 

① 連続性のある多様な学びの場における教育の充実 

② 就学前における支援の充実 

③ 安全・安心かつ効果的に学べる環境整備 

④ 専門性の向上と支援体制の整備・充実 

3 担当課 学校教育課 

4 取組・事業の目標 

① 特別な支援を必要とする児童生徒の自立と社会参加を目指

し、一貫した継続性のある指導支援の充実を図る。 

② 幼児の実態と教育的ニーズに対して、適切な学習環境を提供

するための支援に努める。 

③ 特別な支援を必要とする児童生徒が、安全・安心かつ効果的

に学べる教育環境の整備を推進する。 

④ 特別な支援を必要とする児童生徒の教育的ニーズに応じた指

導・支援を行うため、教職員の専門性向上と組織体制の整備

を図る。 

5 取組・事業の内容

と取組状況 

① 連続性のある多様な学びの場における教育の充実 

 ・発達障がい児等教育支援事業の実施 

 ・家庭及び福祉機関との連携強化 

 

② 就学前における支援の充実 

・就学に向けた相談活動・支援の充実 

 ・保育園・幼稚園・児童発達支援センター等への訪問実施 

 

③ 安全・安心かつ効果的に学べる環境整備 

 ・特別な支援を要する児童生徒の実態に対応した合理的配慮の

提供 

 ・特別支援教育支援員の配置 

 ・通級指導教室の充実 

 ・特別支援学校との連携 

 ・スクールカウンセラーの活用 

 

④ 専門性の向上と支援体制の整備・充実 

 ・特別支援教育研修会の実施 

 ・特別支援就学担当者会の実施 

6 取組・事業の成果

と課題 

 

① 連続性のある多様な学びの場における教育の充実 

【成果】 

・4月に市内小中学校、保育園・幼稚園・療育施設へチラシ等を

配布し、家庭との連携を啓発した。 

・市の事業だけではなく、県の事業や特別支援学校のセンター機

能を活用した巡回教育相談を実施した。 
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・市の臨床心理士が配置されたことにより、発達相談の回数や内

容を充実させることができた。 

・直方市独自のサポートノートを作成し、一貫した継続性のある

支援の充実を図った。 

 

【課題】 

・相談案件の増加への対応と関係機関との連携を図ること。 

 

② 就学前における支援の充実。 

【成果】 

・未就学児に対する就学相談を実施した。また、市内の保育園・

幼稚園・療育施設の訪問による情報収集、市内小中学校及び特

別支援学校の学校見学、体験授業参加への支援を行った。 

・市配置の臨床心理士の活用により、きめ細かな就学相談を実施

することができた。 

【課題】 

・相談案件の増加への対応と関係課との連携及び、保育園、幼稚

園との連携の充実。 

 

③ 安全・安心かつ効果的に学べる環境整備 

【成果】 

・学校教育係担当者の訪問による通級による指導教室の指導状況

の把握と指導担当者との児童・生徒の入退級協議を適宜行っ

た。さらに、感田小学校への新設要望を行った。 

・スクールカウンセラーや特別支援学校と連携し、特別な支援を

必要とする児童生徒への支援体制を充実させることができた。 

【課題】 

・感田小学校の新設要望は、実現できなかった。 

 

④ 専門性の向上と支援体制の整備・充実 

【成果】 

・市主催研修において、就学事務担当者や特別支援教育支援員を

対象とした研修会を実施した。 

・特別支援教育支援員を 32 名配置し、個に応じた指導を充実さ

せた。（小学校 25名、中学校 7名） 

【課題】 

・特別支援教育支援員の人材確保 

・継続的な専門研修の実施 

- 27 -



7 取組・事業の今後

の方向性等 

① 就学相談や発達相談の件数の増加への対応 

② 特別支援学校等の関係機関との連携の推進 

③ 継続的な専門研修の実施と内容の充実 

④ 特別支援教育支援員の人材確保 

 

 

 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 連続性のある

多様な学びの

場における教

育の充実 

 

② 就学前におけ

る支援の充実 

 

③ 安全・安心かつ

効果的に学べ

る環境整備 

 

④ 専門性の向上

と支援体制の

整備・充実 

臨床心理士による発達相談の実施 

 

 

 

 

臨床心理士による就学相談の実施 

 

 

児童生徒の実態に応じた支援員の配

置 

 

 

就学事務担当者、、特別支援学級担当

者、特別支援教育支援員研修会の実

施 

124件 

 

 

 

 

176件 

 

 

32名の配

置 

 

 

2回 

100件 

 

 

 

 

100件 

 

 

32名の

配置 

 

 

1回 

A 
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点検及び評価シート 9 

1 主要施策名 信頼される学校づくりの推進 

2 取組・事業名 

① 教職員研修の改善・充実 

② 学校運営・評価システムの充実 

③ 学校・家庭・地域の連携強化 

④ 学校危機管理の徹底 

3 担当課 学校教育課 

4 取組・事業の目標 

① 学校の教育力を高めるために、教職員の資質や指導力を高め

る研修や支援体制の充実に努める。 

② 学校評議員制度や学校評価の充実を図る学校運営の改善を推

進する。 

③ コミュニティ・スクールの推進を図り、地域住民等と連携し

た教育活動の充実を図る。 

④ 児童生徒の安全教育の充実と教職員の危機管理対応能力の向

上を図るとともに、地域や関係機関・団体との連携を密にし

た安全対策を推進する。 

5 取組・事業の内容

と取組状況 

① 教職員研修の改善・充実 

・小中一貫教育推進のための研修会の充実 

・教育委員会指定研究委嘱校への指導・支援 

・各種担当者研修会の充実 

・研修会への参加奨励と指導・支援 

・教育論文・実践記録の応募奨励と継続的な指導・支援 

・教育研究所研究員に対する継続的な研究支援 

・不祥事防止研修会の実施 

② 学校運営・評価システムの充実 

・学校評議員制度の充実及び学校「自己評価」「関係者評価」の

公表・報告の推進 

・学校評価を活用した保護者や地域の信頼に応える学校づくりの

推進 

・人事評価に基づく計画的な人材育成の推進 

 

③ 学校・家庭・地域の連携強化 

・地域住民等を活用した学習指導の支援 

・地域人材や学生を活用した教育活動や補充学習の拡充 

・情報モラル等の育成に係る PTAや家庭との連携・協働の強化 

・教育委員会だより「直方の教育」の発行 

・コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）研究校指定 

 

④ 学校危機管理の徹底 

・関係機関（警察、消防署、庁内関係各課）や地域団体等との連

携強化 
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・「学校危機管理マニュアル」「安全マップ」の見直しと徹底 

・通学路の安全点検及び整備促進 

6 取組・事業の成果

と課題 

 

① 教職員研修の改善・充実 

【成果】 

・直方第三中学校区、植木中学校区を研究指定し、授業力を高め

るための研究発表会、授業研究交流会、校内研修等で指導助言

を行った。 

・令和元年度より 3カ年で、全教職員を対象に救命救急講習会の

実施(コロナ禍において学校単位で実施) 

・教育論文・実践記録の応募奨励と継続的な指導・支援を行った。 

【課題】 

・コロナ禍における研修体制や研修内容を整える必要がある。 

 

② 学校運営・評価システムの充実 

【成果】 

・学校教育目標の実現状況を計るために「学校の自己評価」を実

施し、次に学校評議員や地域住民、保護者など地域人材による

外部評価を実施し、地域からの信頼を得るよう指導した。 

・各学校より、3月末に評価結果を報告させた。 

【課題】 

・学校改善を目指す学校評価のあり方と公表の仕方について今後

とも保護者・地域へ発信していく必要がある。 

 

③ 学校・家庭・地域の連携強化 

【成果】 

・各中学校区において学習規律や基本的生活習慣の定着を目指し

た家庭学習の手引きやリーフレットを配布し、保護者・地域と

の連携を図った。 

・「家庭学習の習慣化」を図るため、放課後学習を実施した。 

・コミュニティ・スクール研究指定校(3校)の組織づくりができ

た。 

【課題】 

・コロナ禍における家庭地域と連携した取り組みの充実を図る必

要がある。 

 

④ 学校危機管理の徹底 

【成果】 

・火災、自然災害、不審者、救急救命、学校事故等の危機管理に

ついて、教職員の具体的な動きがわかるようなマニュアルの共

通理解の徹底を図った。 
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・通学路安全プログラムに基づき、保護者と連携した通学路点検

を実施し、関係機関・庁内関係課と連携した安全対策を行うこと

ができた。 

・「学校連絡メール」を活用し、学校や保護者、地域住民に情報

提供し、緊急時への対応を行った。 

【課題】 

・学校・教育委員会が関係機関と連携して、コロナ禍の災害時に

おける危機管理の充実を図る必要がある 

7 取組・事業の今後

の方向性等 

① 教育論文、実践記録への応募を奨励し、教員の指導力向上へ

つなげる。 

② 各学校において、家庭や地域と連携を深め、特色のある教育

活動を展開する。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 教職員研修の

改善・充実 

 

② 学校運営・評価

システムの充

実 

 

 

③ 学校・家庭・地

域の連携教強

化 

 

④ 学校危機管理

の徹底 

 

教育論文の応募数 20点以上 

（各学校 1点以上） 

 

自己評価・関係者評価の実施と公

表 

 

 

 

研究指定校でのコミュニティ・ス

クール準備委員会の開催 

 

 

地域・保護者と連携した通学路安

全点検の実施 

15点 

 

 

自己評価 

関係者評価 

実施 100% 

公表 100% 

 

年 4回 

 

 

 

実施率 

100% 

20点 

 

 

自己評価 

関係者評価 

実施 100% 

 公表 100％ 

 

年 3回 

 

 

 

実施率 

100% 

B 
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点検及び評価シート １０ 

１ 主要施策名 幼児教育の充実 

２ 取組・事業名 

① 幼稚園協会、保育園協会及び関係機関の幼児教育研修の実施 

② 保・幼・小が連携した教育プログラムの検討 

③ 幼少期における社会性発達基盤の確立のための親を対象とし

た研修の実施 

④ 保育関連施設の整備 

⑤ 保育所等の ICT化促進事業の実施 

３ 担当課 こども育成課 

４ 取組・事業の目

標 

幼児期から引き続いて学齢期に向けて一貫して対応し、子ども

の能力、可能性を最大限に伸ばすための幼児教育を充実させ、保

育関連施設の整備を検討する。 

 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① 幼児教育研修の実施 

② 就学前教育プログラムの検討 

③ ０歳児の赤ちゃんを持つ親を対象とした研修の実施 

④ 保育所の更新に伴う整備費用補助及び、申請支援の実施 

⑤ 保育所等の ICT化に伴う費用補助及び、申請支援の実施 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

① 幼稚園協会、保育園協会及び関係機関の幼児教育研修の実施 

【成果】 

外部研修について新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

に遠隔地でも参加できるように研修用ビデオや遠隔地での研修

を受けることができるように機材購入を補助し環境整備を行っ

た。 

□ 令和 3年度 研修事業補助金 

   幼稚園協会   975,000円 

保育協会    644,190円 

【課題】 

コロナ禍で対面による外部研修ができない中、実践的な研修が

行えていない。感染状況を見ながら、対面による研修が行えるよ

う環境が整った際には、保育士等のスキルアップを図っていきた

い。 

 

② 就学前教育についてのプログラム作成を目標とし、小学校と保

育所・幼稚園等との連携強化を検討。 

【成果】 

他市の状況やプログラムの情報収集を実施 

【課題】 

学校教育課と連携し、就学前教育プログラムの具体化を検討。 

 

 

③０歳児の赤ちゃんをもつ両親を対象として育児講座および絵

本の読み聞かせ講座を実施。 

【成果】 

 □ 令和 3年度 育児講座・絵本の読み聞かせ講座 

    3回実施（予定 ４回） 

- 32 -



【課題】 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら事業の継

続を実施。保育士等の不足により研修の際の代替職員の確保が難

しいが新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、研修が遠隔

地でも参加できるようになった。 

 

④ 保育関連施設の整備 

市内 3園について、施設整備準備を実施。 

2 園については施設整備の国への協議書を令和４年３月に提

出。事業年度は令和４年度。 

残りの 1園については、調整に時間を要し令和４年度に国への

協議書を提出予定。 

 

⑤ 保育所等の ICT化 

保育所等の業務を ICT管理することで、保育士の受け持つ事務

負担の軽減させるほか、今まで以上に子供たちと接する時間が増

えることにより安心して保育業務に集中できることを目的とし

ている。システムの導入にあたっては、以下の条件を満たしたも

のを補助の対象としている。 

・保育に関する計画・記録に関する機能 

・園児の登園および降園の管理に関する機能 

・保護者との連絡に関する機能 

 

【成果】 

令和 3年度 システム導入した保育所（導入費用を補助） 

※国１／２、市１／４、事業所１／４ 

各保育園 750,000円×2園＝1,500,000円 

【課題】 

まだ 2園でのシステムが導入であるため、今後は他の園に関し

てもシステム導入が行えるよう、支援を継続していきたい。 

 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

保育所・幼稚園においては研修と実践を通じて幼児教育の質が 

向上するように働きかけていく。家庭でのかかわり方を講座や地

域子育て拠点事業の中で示す。また、保育所等での ICT化を促進

していくことで事務の軽減を図り、ひいては保育に掛けられる時

間が増えることにより保育の質の向上を目指していきたい。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 幼児教育研修

の実施 

② 教育プログラ

ムの検討 

③ 親を対象とし

た研修の実施 

④ 保育関連施設

の整備 

① 研修会の延べ参加人数 

 

② 検討会議の開催 

 

③ 育児講座・絵本の読み聞か

せ講座 

④ 施設整備協議書の提出 

 

308人 

 

０回 

 

47組 

 

３園 

310人 

 

３回 

 

60組 

 

２園 

B 
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⑤ ICT化促進事

業の実施 

⑤ 保育士の事務軽減のための

システム導入 

２園 ２園 
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点検及び評価シート １１ 

１ 主要施策名 発達支援の充実 

２ 取組・事業名 

① 保・幼・小・中・高が連携した就学体制づくり 

② 発達に特別な支援を必要とする子ども、家庭の支援体制充実 

③ 保育所、幼稚園、認定こども園への相談体制の確立 

３ 担当課 こども育成課 

４ 取組・事業の目

標 

発達に支援が必要な子どもを乳幼児期から学齢期まで一貫し

て支援を行い児童の自立と社会参加の支援を行う。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

保・幼・小・中・高の連続した就学支援を行うためにサポート

ノートの活用を検討。発達に特別な支援を必要とする子ども、家

庭ついては、要保護児童対策地域連絡協議会（要対協）の体制充

実を図った。令和 3年度に組織の改編が行われ、サポートノート

の作成に関わる母子保健業務と要対協が市民部へ移管されたた

め、市民部（子育て・障がい支援課）と教育委員会学校教育課と

の連携となった。 

保育所、幼稚園、認定こども園への巡回相談体制の確立につい

ては、支援を要する乳幼児を保育する保育士を支援するため、保

育所、幼稚園、認定こども園からの依頼を受けて、保育士がコー

ディネートを行い、保健士及び臨床心理士が園を訪問し相談を受

け、こどもの個性にあわせた園での対応方法を教授した。 

６ 取組・事業の成

果と課題 

① 保・幼・小・中・高が連携した就学体制づくり 

市民部所管（母子保健係） 

② 発達に特別な支援を必要とする子ども、家庭の支援体制充実 

市民部所管（児童家庭係・要保護児童対策地域連絡協議会） 

③ 保育所、幼稚園、認定こども園への巡回相談体制の確立 

【成果】 

 令和 3年度 巡回相談申込 

 幼稚園 5園 

        保育園 8園 

        認定こども園 １園 

        訪問・面談等の回数 45回 

【課題】 

 気になる子どもの支援について、保育所、幼稚園での対応の工

夫が必要となっている。コロナ禍において、直接園を訪問するこ

とができない場面もあったが、ZOOM 等を利用するなどの工夫を

行い、園に助言支援を行った。保育士の支援、および幼児教育の

質の向上のためには、支援者を増やすことが課題。 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

巡回相談については、相談の対象となる子どもの状況に応じ

て、保育所・幼稚園のクラス運営に関わることと乳幼児検診のフ

ォローとして療育につなげることに分けて支援していくことが

必要。それぞれの専門職が対応していく体制を整える。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 連携した就学体

制づくり 

① 市民部所管事業 

 

－ 

 

－ 
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② 家庭の支援体制

充実（要対協） 

③ 園への相談体制

の確立 

② 市民部所管事業 

 

③ 巡回相談実施 

－ 

 

45回 

 

－ 

 

60回 

 

B 
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点検及び評価シート １２ 

１ 主要施策名 子ども・家庭支援の充実 

２ 取組・事業名 

① 子育て情報の周知 

② 子育て支援事業や保育所などの利用にあたっての支援 

③ 地域子育て支援センターでの多世代交流の促進 

④ 学童クラブ施設の整備 

３ 担当課 こども育成課 

４ 取組・事業の目

標 

幼児期から引き続いて学齢期に向けて一貫して対応し、子ども

の能力、可能性を最大限に伸ばすための幼児教育の充実、学童保

育施設の整備を推進する。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

子育て情報の周知のため、子育て情報を集めた「子育てガイド」

を作成。結婚、出産、子育てから奨学金制度や就労支援など多岐

にわたる情報を多世代へ発信。 

利用者支援事業を利用し、子育て支援センターを利用する保護

者からの個別の相談に対応。幼稚園・保育所等の情報提供を実施。      

また、希望する園からの広報活動の受け入れを実施。 

筑豊高校と共同で高校生と子育て世代の交流会を実施。 

学童クラブの増設及び老朽備品の更新 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

① 子育て情報発信ツール「子育てガイド」の作成 

【成果】 

子育て情報紙「子育てガイド」を作成し、子育て支援センター

や市役所窓口等での配布を行った。内容については、当事者であ

る子育て世代が原案の作成に携わっており、毎年、見やすくわか

りやすいと好評を得ている。 

□令和 3年度 年 1回更新 

【課題】 

情報が常に新しくなるので陳腐化しないように常に更新する

必要がある。 

 

②子育て支援事業や保育所などの利用にあたっての支援 

【成果】 

保育園、幼稚園の情報を収集。各園で作成されたパンフレット

の配布を実施。希望する園からは、直接広報活動を受け入れ、保

育所・幼稚園へ入園を希望する保護者に情報提供を実施。 

【課題】 

コロナ禍で保育園・幼稚園の見学が制限されいたこともあり、

保護者には園に関しての情報が少なく、園を選ぶ際の相談が多か

った。今後も保育園・幼稚園と連携し、利用についての支援を継

続していく必要がある。 

 

② 子育て支援センターでの多世代流の推進 

【成果】 

 筑豊高校と市が将来に渡って合同で多世代間の交流を進める

ために協定を締結。筑豊高校に子育てサロン（ちくちくワンダー

ランド）を開設し、子育て支援事業を継続している。子育て支援

センターがユメニティ直方で子育て広場を実施するときは、筑豊

- 37 -



 

 

 

 

 

高生がボランティアで参加するなど高校生との交流を続けてい

る。 

□ 令和 3 年度 4 回実施（予定は 8 回、新型コロナウイルス

感染症感染拡大防止のため 4回中止） 

□ 子育てサロン参加者（延べ人数） 

大人 49人、子ども 71人、高校生 59人 

【課題】 

交流内容の更なる充実を図ることが必要。また、地域交流・多

世代交流の横展開を目指す。 

 

④ 南小学童クラブのクラブ内整備の実施。 

体育館会議室より教室へ移転するため、移転先の教室床の張

り替え、およびエアコンの設置を行った。 

 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

「子育てガイド」を令和 4年度においても発行する。また、「つ 

ながるのおがた」を使った子育て情報の発信を積極的に行う。子

育てサロンにおいては地域交流の更なる促進を図っていく。 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 子育て情報の周

知 

② 子育て支援事業・

保育所利用支援 

③ 支援センターで

の多世代交流の

促進 

④ 学童クラブ設備

の整備 

① 「子育てガイド」発行

部数 

② 延べ相談件数 

 

③ 子育てサロンの参加人

数 

 

④ 学童クラブ施設の整備 

1,000冊 

 

163件 

 

179人 

 

 

１校 

1,000冊 

 

240件 

 

210人 

 

 

１校 

B 
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点検及び評価シート １３ 

１ 主要施策名 文化施設の振興 

２ 取組・事業名 指定管理者と連携した魅力的な文化施設の活用と運営 

３ 担当課 文化・スポーツ推進課 

４ 取組・事業の目

標 

①指定管理者と連携した魅力的な文化施設の活用と運営 

②文化施設間の連携強化 

③市民文化祭の活性化等、市民の文化活動の充実 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

①指定管理者と連携した魅力的な文化施設の活用と運営 

ユメニティのおがたをはじめとした各文化施設とは密

に連絡を取り、指定管理者の年間事業に必要に応じて協

力を行った。 

直方谷尾美術館と連携し、直方の未来を担う子どもた

ちに芸術に触れる機会を創出し、個性を伸ばし想像力を

育むために「のおがた子どもアート大賞展」を新たに開始

し、1031 点の応募があった。 

②文化施設間の連携強化 

石炭記念館が 50 周年を迎えるにあたり、全文化施設で

石炭に関わる展示を連携して行った。石炭記念館では、コ

ンサートを開催した。ユメニティのおがたでは、50 周年

記念事業として近畿大学岡田昌彰教授による記念講演を

開催した。図書館では、「筑豊最後の坑夫たち」の写真展

を行った。歳時館では、石炭関係の食のイベントを開催

し、美術館では石炭を黒ダイヤと呼称した企画展を開催

した。 

③市民文化祭の活性化等、市民の文化活動の充実 

令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、ステージ芸能の部の開催を中止した。代替え措置とし

て協賛事業を募集し、4 団体の参加があった。展示の部も

例年に比して参加が低調であった。 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

【成果】 

「のおがた子どもアート大賞展」や石炭記念館 50周年など、

従来はないイベントを開催することで、新たな文化施設の魅力を

発信でき、連携も強化されたと考える。 

【課題】 

今回経験した連携をもとに、各施設の魅力や強みを活かした

事業を継続的に行うことができるかが課題である。 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

令和 4年度には、美術館で初めての試みとなる他県美術館との

巡回展が行われる。こうした取り組みを今後も増やしていき、各

文化施設の魅力を最大限に発揮できるような取り組みを継続し

て行っていく予定である。 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

施設の利用人数 

市民文化祭の参加人数 

文化施設の年間利用者数 140,849人 220,000人 

B 
文化祭の参加人数 340人 2,000人 
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点検及び評価シート １４ 

１ 主要施策名 スポーツの振興 

２ 取組・事業名 市民の誰もがスポーツに参加できる環境づくりの推進 

３ 担当課 文化・スポーツ推進課 

４ 取組・事業の目

標 

地域住民相互の親睦、融和を図り、生涯を通じてスポーツ・レ

クリエーション活動の振興に資するとともに、一層健康で心豊か

な市民生活を図る。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

・各種スポーツ教室等 

① 6/24 ポスチャサイズ教室  全 7回、21名 

② 6/16 おとな卓球教室 全７回 

【新型コロナウイルスの影響で中止】 

③ 6/27 親子着衣水泳教室 5組 12名 

④ 7/26 こども陸上教室 4回（全 7回の予定中 3回中止） 

46人 

⑤ 8/12 2020パラリンピック聖火ビジェット 

⑥ 10/3 体力テスト会 

【新型コロナウイルスの影響で中止】 

⑦ 10/17 カヌー川下り 18名（うち小学、中学生 17名） 

⑧ 10/5 弓道教室 10回、5人 

⑨ 10/31 トップアスリート事業「親子野球教室」 

【新型コロナウイルスの影響で中止】 

⑩ 11/3 直方市子ども紙ヒコーキ大会 

【新型コロナウイルスの影響で中止】 

⑪ 11/7 こども陸上教室記録会 

【新型コロナウイルスの影響で中止】 

⑫ 12/12 「ボッチャ体験会」１３名 

６ 取組・事業の成

果と課題 

【成果】 

既存教室やトップアスリート事業として元プロ野球選手に

よる「親子野球教室」など新たな教室等を企画するも、コロナ

禍により各種イベントが中止に追い込まれた。そのような中で

も、パラリンピック聖火ビジットや一部の教室等を無事開催す

ることができた。 

【課題】 

アフターコロナを見据え、子供たちへのスポーツに触れ合う

きっかけづくりや、大人の方の運動習慣を回復させるため、市

の体育施設やその他資源を活用について、検討が必要。 
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７ 取組・事業の今

後の方向性等 

スポーツへの市民の関心を醸成し、スポーツを通した元気で活

力のある市民生活の構築のためには、今後も魅力的なスポーツ教

室や体験会の実施を検討し、利用しやすい環境づくりが必要。 

令和４年度においては、新型コロナウイルス感染対策にも配慮

しながら、懸案であった相撲教室の開催のほか、トップアスリー

トとのふれあいや体験教室の実施を行っていく。また、改修を行

った市体育館やトレーニング室をはじめとした体育施設等の利

用促進に向けた改善の積み重ねや、民間の有料施設や地域でのス

ポーツクラブの利用促進・支援等により、多くの市民の日常的に

スポーツを楽しみ、体を動かす機会の提供に努める。 

また、今後の施設の在り方や市のスポーツ基本計画に見直しに

向けた方針の検討や学校部活動改革の影響で子どもたちが不利

益を被ることがないよう、環境づくりにも努めていく。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

スポーツの振興 

スポーツ教室等種目数 

（新型コロナの影響で中止あり） 
６種目 １０種目 

B 
スポーツ教室参加者 

（新型コロナの影響で中止あり） 
１４６人 ４６０人 
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点検及び評価シート １５ 

１ 主要施策名 社会教育活動の充実 

２ 取組・事業名 中央公民館主催講座の充実 

３ 担当課 文化・スポーツ推進課 

４ 取組・事業の目

標 

① ライフスタイルや価値観の多様化に対応した、心の豊かさや

生きがいづくりのための学習の機会を提供し、生涯学習を支

援するとともに、学びを通した仲間づくり・世代間交流の促

進を図る。 

② 本事業を契機とした自主性の醸成により、社会参加および地

域活動を推進する。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

【事業内容】 

市内居住者および通勤者を対象とした、初心者向けの「趣味の

講座」、おおむね 60歳以上を対象とした「はつらつ塾」を主催。

また、市民ニーズのサンプリングや、新たな分野の講座の開拓の

ため、数種の短期講座を企画・実施した。 

 

【実施状況】 

■ 趣味の講座（全７講座） 

講座名 実施回数 募集定員 参加者数 

和紙人形 16回 15名 8名 

刺しゅう 16回 10名 10名 

ろうけつ草木染 24回 15名 11名 

絵画 24回 15名 10名 

お煎茶 16回 20名 9名 

社交ダンスポピー 24回 30名 14名 

健康のための社交ダンス 24回 30名 12名 

 

■ はつらつ塾（全８講座） 

講座名 実施回数 募集定員 参加者数 

民謡 16回 30名 11名 

舞踊 16回 20名 10名 

歌声サロン ８回 60名 32名 

俳句 ８回 25名 11名 

健康体操Ａ 16回 40名 31名 

健康体操Ｂ 16回 40名 37名 

気功体操 16回 40名 33名 

健康づくり体操 16回 40名 38名 
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■ 短期講座 

講座名 実施回数 募集定員 参加者数 

スマートフォン １回 20名 20名 

ドラム ６回 18名 21名 

子育て支援 ２回 30名 18名 

着物着付け ５回 ８名 ６名 

フラワーアレンジメント ２回 30名 18名 
 

６ 取組・事業の成

果と課題 

【成果】 

講座の企画において、場所や費用面でのハードルを極力低く設

定し、誰もが参加しやすい学習の機会となるよう工夫したことか

ら、講座によって差異はあるものの、多数の応募を受け、市民の

学習意欲や学習環境に対するニーズを確認した。また、短期講座

の企画実施により、需要の高い分野をある程度把握することがで

きた。講座内では、自主運営が定着してきており、「仲間づくり」

が促進され、市民の社会参加の機会としての役割を担っていると

感じられた。 

 

【課題】 

広く学習の機会を提供し、各ライフステージでの学びを支援す

る目的を持つ本事業であるが、受講者の年齢が大きく高齢者層に

偏っており、「高齢者の生きがいづくり」に集中した成果となっ

ている。短期講座の応募状況から鑑みると、若年・中年層へのア

プローチには、講座の内容や開催時間等の工夫が必要であると考

えられる。また、長期継続している講座において、リピーターの

受講者が定着してきており、新規受講者の参加率が低い状況にあ

る。あくまでも主催講座への参加は、学習や社会参加の「きっか

け」であり、講座で醸成されたコミュニティが自主的な地域活動

団体へ発展するよう促す必要がある。 
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７ 取組・事業の今

後の方向性等 

① 本事業の目的は、全てのライフステージを対象としたもので

あることから、あらゆる世代の市民ニーズを捉えたコンテン

ツを提供するため、新たな講師の選定や講座内容のブラッシ

ュアップを図る。 

② 主催講座の本来の趣旨を全うするため、現在事業の大きな比

重を占める、60歳以上を対象とした「はつらつ塾」の講座に

ついて、高齢者支援・健康づくり担当課と今後の在り方を検

討する。 

③ 数年に渡る長期受講者の卒業や、継続講座の自主サークル化

を働きかける仕組みづくりを行うとともに、講座の新規性や

魅力向上を図り、受講者の循環を正常化する。 

④ 年間企画としての主催講座に限らず、単発企画としての短期

講座の充実を図り、生涯学習の窓口としての役割を強化する。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

公民館主催事業の充実 

主催講座数 20講座 20講座 

B 
主催講座参加者数 277人 300人 

 

 

  

- 45 -



点検及び評価シート １６ 

１ 主要施策名 青少年の健全育成と交流体験活動事業の充実 

２ 取組・事業名 
① 自然とのふれあい体験や様々な生活体験活動の実施 

② 地域の歴史や伝統文化に触れる活動の実施 

３ 担当課 文化・スポーツ推進課 

４ 取組・事業の目

標 

① 自然とのふれあい体験や様々な生活体験活動を通して、健や

かで、豊かな人間性や志を持ち、たくましく生き抜く力を備

えた青少年の育成を図る。 

② 地域の歴史や伝統文化に触れる活動を通して、郷土への誇り

や愛着を持つ機会の充実を図る。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① 自然とのふれあい体験や様々な生活体験活動 

・ＳＤＧｓカードゲームで豊かな環境を未来に残そう ２２人 

 （うち小学生１５人，中学生７人）  

・現代アートに挑戦しよう！！ ２４人（うち小学生２２人， 

中学生２人） 

・カヌー川下り １７人（うち小学１５人，中学生１人，高校 

生以上１人）～強風のため途上中止 

・親子でおから味噌づくりに挑戦しよう！（新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止） 

・職場体験（消防）（  〃 中止） 

・紙ヒコーキ大会（  〃 中止） 

・サイエンスショー身近な化学を体験しよう（  〃 中止） 

② 地域の歴史や伝統文化に触れる活動 

・古代人になろう！ １９人（小学生１９人） 

・陶芸教室 高取焼の歴史に触れる （新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため中止） 

・子ども将棋大会（  〃 中止） 

６ 取組・事業の成

果と課題 

① 自然とのふれあい体験や様々な生活体験活動の実施 

【成果】 

自然とふれあうことで冒険心を体感し、集団生活では協調性や

責任感を育むとともに各地域間の交流や異年齢、異世代間でのふ

れあいを深めることができた。 

特にカヌー体験は、普段の陸上の生活からは見ることのできな

い直方市ならではの自然を生かした体験で、大人も子供も遠賀川

からの風景を楽しむ貴重な体験となっている。また、生活の身近

にあるものを利用し創造性豊かな作品を作ることにより豊かな

心を養うことができたと思料する。 

なお、当日は、強風により内容の変更を余儀なくされるも事前

準備と状況に応じた変更実施により、一定の目的は達成されたも

のと思われる。 

【課題】 
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新たなイベント（事業）の試みはあったものの、全体を通して

内容が固まってきている感がある。 

多様性の社会にあった青少年の育成が図られるような取り組

みが必要と思われる。 

また、ここ近年、天候やコロナ禍の影響による実施の判断にあ

たり、更なる安全対策の徹底が求められる中、スタッフ全員の安

全管理に対する教育と参加者一人ひとりの安全行動の徹底が重

要と考える。 

 

② 地域の歴史や伝統文化に触れる活動の実施 

【成果】 

古代人なろう！～見て、触れて、感じる歴史～では、今回初め

て取り入れたイベントであったが、参加した子供達は、直方市内

で発掘された実際の土器を見て、触れることで興味を示し、本市

学芸員の講義を熱心に傾聴していた。また、九州国立博物館から

古代人が使っていた道具を借り入れ、銅鏡や石包丁など目の当た

りにした子供達は目を輝かせ興味津々の様子であった。さらに、

土器に見立てたクッキー作りや滑石を材料に勾玉作りを体験し、 

古代日本人の伝統文化を学び、集中力、考える力を身に付け、歴

史に触れ、視野を広げ社会性を育むことができた思料する。 

【課題】 

今後も新たな人的・文化的な要素を取り込み、直方ならではの

文化や歴史に触れる機会を創出する必要がある。 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

青少年事業は、毎年充実した内容であるものの中味が固定され

ていることが最大の課題であった。これにより、時代のニーズに

あった青少年事業を行うために、令和２年度から大幅な内容の刷

新を図ったが、コロナ禍の影響によるイベントの中止が余儀なく

され成果や課題を確認するに至っていない。 

多様性の時代にあったイベントを取入れ、事業目標に沿った事

業を継続して行うことにより、健全かつ移り変わりの激しい時代

に挑んでいけるような力強く独創性のある人材の育成に取組ん

でいく。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

青少年の健全育成

と交流体験活動事

業の充実 

青少年育成市民会議事業の回数 5回 10回 

B 
青少年育成市民会議事業の参加人

数 
107人 280人 

 

 

  

- 47 -



点検及び評価シート １７ 

１ 主要施策名 文化財の保護と学習機会の充実 

２ 取組・事業名 

① 国指定史跡筑豊炭田遺跡群の保存整備に向けた取り組みの推

進 

② 郷土資料室の常設展の充実および企画展の開催 

③ 故郷の歴史と文化財に関する学習機会の充実 

３ 担当課 文化・スポーツ推進課 

４ 取組・事業の目

標 

① 歴史的価値の高い施設・資料の保存のため、必要に応じた修

復を行った上で、国指定史跡筑豊炭田遺跡群を構成する模擬

坑道や石炭記念館本館をより魅力ある施設として整備する。 

② 郷土の歴史に直接触れる機会を提供し、誇りや愛着を持つ機

運を醸成する。 

③ 直方市の歴史、文化財を誰もが接する機会を提供する。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① 国指定史跡筑豊炭田遺跡群の保存整備に向けた取り組みの推

進 

② 郷土資料室の常設展の充実および企画展の開催 

令和 3年 12月 3日～12月 26日まで企画展を実施した。 

来館者数 200名 

③ 故郷の歴史と文化財に関する学習機会の充実 

・遠賀川流域の古墳同時公開来場者 20名 

 新型コロナウイルス感染症のため、4月のみ実施。 

・文化財関係出前講座、ミュージアムトークの開催 

 計 2回 計 70人 

・青少年事業での文化財関係イベントの実施。 

 

６ 取組・事業の成

果と課題 

① 国指定史跡筑豊炭田遺跡群の保存整備に向けた取り組みの推

進 

【成果】 

史跡境界標設置を完了、模擬坑道整備基本設計（その１）を

実施 

【課題】 

史跡の価値を損なわない保存整備と、多くの人々がその価

値を体感できる活用を目指す。建造後 100 年以上を経過した

建造物なので、保存のためには様々な課題を解決する必要が

あるが、丹念な調査と検討を積み上げ解決を図りたい。 

② 郷土資料室の常設展の充実および企画展の開催 

【成果】 

新たに直方市に寄託となった直方藩に関連する文化財を初

めて公に公開し、直方藩の歴史、貴重な文化財を間近で見て、

感じてもらった。 

【課題】 

- 48 -



常設展の充実については、実施することができなかった。展

示パネルの充実や照明のセッティング等、文化財をより魅力

的に見せ、来館者に満足してもらえる工夫が必要である。 

③ 故郷の歴史と文化財に関する学習機会の充実 

【成果】 

青少年事業との協力により、子供たちに郷土の文化財と親

しむ機会を作ることができた。古墳同時公開を 1 年ぶりに開

催することができ、市内外の方に直方が誇る文化財を周知し

た。 

【課題】 

文化財のイベントはリピーターが多いため、新規の方に参

加をしてもらえるようなイベントを実施する必要がある。ま

た、学校教育現場と連携し、授業等で文化財を活用してもらえ

るような取り組みが必要。 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

国史跡筑豊炭田遺跡群の整備事業を推進するとともに、それに

関する学習機会の提供を行う。また、バーチャルミュージアムや

企画展等のさらなる充実を図り、直方の歴史・文化財等の魅力を

発信することによって、市民の郷土に対する誇りや愛着を醸成す

る。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

文化財の保護と

学習機会の充実 

古墳同時公開・企画展・出前講座

等実施回数 
5回 3回 

B 
古墳同時公開・企画展・出前講座

等来場者数 
290人 300人 
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点検及び評価シート １８ 

１ 主要施策名 男女共同参画社会の実現に向けた取り組みの推進 

２ 取組・事業名 

① 就学児検診や乳幼児健診等を活用した若年層の現状や
ニーズ等の把握及びそれらに基づく新たな講座等の企
画やツールを活用した啓発活動 

② 既存の施策や新たな施策に関する情報提供について、対
象者に届く発信・配信の充実 

③ 小中学校におけるジェンダー教育の推進 

３ 担当課 文化・スポーツ推進課 

４ 取組・事業の目

標 

① 電子申請システムを活用したアンケートの実施 
男女共同参画に関する啓発講座等の開催回数 10回 

② 国や県その他関連機関の発信情報を収集し随時公開す
る 

③ 全小中学校にジェンダー教育のツールを提案する 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① 【現状把握】就学時検診時に男女共同参画プランの成果

指標にかかるアンケート調査を行った。総数 207件 

【講座】・女性に対する暴力をなくす運動（11月）・アン

コンシャス・バイアス意見交換会（10月・1 月）・市民企

画講座（12月）・男女共同参画フォーラム（2月）・国際

女性デー（3月）等 

② フェイスブック・ＨＰでの情報発信を随時行った 

③ 令和 3年度はコロナ禍のため提案できなかった 

６ 取組・事業の成

果と課題 

① 講座開催時のアンケート等では概ね好評をいただいて

いる。 

② LINEなどのプッシュ型の配信を充実させる必要がある。

新たな発信ツールのアカウント取得を目指す。 

③ 学校のカリキュラムに合わせて時間を確保してもらう

必要がある 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

① 引き続きニーズ調査を行い、国・県等からの情報を収集

し、市の実情にあった講座を企画し啓発活動を行う。 

② 新たな発信ツールとしてインスタグラムのアカウント

取得を目指す。 

③ 福岡県教育委員会が提供するジェンダー教育のツール

を活用し小中学校に働きかける。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

男女共同参画推進

にかかる啓発活動 

講座開催回数 10回/年 10回/年 

B 
ＳＮＳでの情報発信 1回/週 3回/週 
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報告第１５号 

 

令和４年度 直方市教育委員会学校訪問実施要項 

 

令和４年６月１日 

１ 訪問の目的 

   教育委員会は、各学校が活力ある学校運営ができるよう、学校運営の現状や問題点、

改善点等について指導助言を行い、地域住民の信託に応える教育行政を推進しなければ

ならない。そのために、以下の目的により学校訪問を実施する。 

(1) 教育委員が学校との懇談により、学校の現状を知るとともに学校との連携を密にする。 

(2) 学校教育目標達成のための具体的取組の状況を把握する。 

(3) 教育課程の実施状況及び生徒指導や特色ある教育活動、学力向上の取り組み状況

を把握し、その問題点や改善点について指導助言を行う。 

 

２ 訪問校及び訪問期日（本年度５校実施）  ※印の学校の公簿の点検は別日に設定する 

学 校 名 日  時 午前／午後 

下境小学校  ６月２９日（水） 午前 （8:30 集合） 

福地小学校  ９月２８日（水） 午前 

直方北小学校  ９月３０日（金） 午前 

植木小学校 １０月１２日（水） 午前 

植木中学校 １１月 １日（火） 午前 

 

３ 訪問者（１３名～１２名）   ※学校教育係長は、当日公簿点検を行わない学校へは訪問しない 

  ・教育長  ・教育委員（４名） ・教育部長  ・学校教育課長 ・教育総務課長 

・管理主事 ・主任指導主事   ・指導主事（２名）  ・学校教育係長 

 

４ 内容 

(1) 学校長あいさつ及び紹介 

(2) 説明 

○ 校長「学校の現状と課題及び学校教育目標について」  ・・・・・・１０分程度 

○ 教頭「学校教育目標の具現化に向けた校務運営の具体的取組について」・・・１０分程度 

○ 教務「学力向上及び体力向上の取組について」 ・ ・・・・・・・・１０分程度 

(3) 授業者紹介（授業の説明） 

(4) 授業参観 

・ 全学級の授業を参観する。（２グループでの参観：別紙参照） 

・ 授業時間は、小学校４５分間、中学校５０分間とし、各学級の参観ができるように

時間設定し、小中学校とも１５学級以上（特別支援学級含む）の学校は、２時間枠で授

業参観をする。（２時間枠で授業を設定する学校は、午前中の実施とする。） 

・ 他に、特色ある教育活動を参観できるような時間を設定してもよい。 
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※当日公簿点検実施のある学校は、授業者紹介後に管理主事、学校教育係長は別室に移動する。 

点検する公簿：指導要録、出勤簿、休暇簿 

(5) 教育委員会の職員へのあいさつ 

 

≪教育長：教育委員の紹介  学校教育課長：事務局員の紹介≫ 

及び【学校長のあいさつ】  ※職員室にて 

 

  ※教育委員会の挨拶は、代表として教育長が行う。 

 

(6)  懇談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６０分以内 

・ 教育委員から参観の感想、意見、質問を行う。（指導主事等から質問及び指導助言も行う。） 

・ 学校からの要望 

・ その他 

※公簿点検の結果について報告する。 

 

５ 訪問要項の作成について（訪問日程、職員一覧、公開授業一覧の作成については、別紙参照） 

(1) 様式  小冊子（Ａ４版） 

(2) 内容 ・訪問日程 ・職員一覧 ・公開授業一覧表 ・校長、教頭、教務の説明要項  

・その他（資料：特色ある教育活動など必要であれば添付） 

 

６ 備考 

・訪問当日の時程が決まったら、管理主事に連絡する（サイボウズ可）。 

・訪問要項９部（教育委員４部は当日）は、１週間前までに送達で管理主事に届ける。 

・学校教育指導計画は、当日１２部準備をする。 
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（別紙） 訪問要項の作成について 

 
○ 時程例（小学校の時程例） 小中学校とも 15学級以上（特別支援学級含む）は２時間授業参観とする。 

【午前の時程例①】：２時間授業参観    【午前の時程例②】：１時間授業参観 

授業参観が２時間の場合（授業参観→説明） 授業参観が１時間の場合（説明→授業参観） 

8:40～ 8:55 

8:55～ 9:40 

9:45～10:30 

10:35～10:45 

 

10:50～1120 

11:20～12:05 

校長挨拶、授業者紹介 

授業参観① 

授業参観② 

教育委員の職員への挨拶 

校長の挨拶 

校長、教頭、教務担当説明 

懇談 

9:00～9:30 

9:30～9:40 

9:45～10:30 

10:35～10:45 

 

10:50～11:10 

11:15～12:00 

校長、教頭、教務担当説明 

授業者紹介 

授業参観 公簿閲覧 

教育委員の職員への挨拶 

校長の挨拶 

（特色ある教育活動紹介） 

懇談 

 

 

※教育委員の職員への挨拶、学校説明は、授業参観の前後どちらでもかまいません。 

※午前中に行う場合、中学校は小学校の例を参考に、時程を作成してください。 

 

○職員一覧の記載項目 

 
職員一覧（令和４年５月１日現在） 

職 名 名  前 年齢 
在校年数 

担任、校務分掌 等 
教職年数 

     

     

 

○公開授業一覧表の記載例 

 

学年・組 授業者 教科・領域 単元名・題材名 場所 

    

 主眼  

授業の工夫点  

 

○授業参観のグループについて 

 

Ａグループ 

（校長先生） 
 

Ｂグループ 

（教頭先生） 
 

※２グループで参観する場合、双方逆方向からの進行では重なる地点があるので、重ならない順路をお願いします。 
 例    Ａグループ：１年→２年→３年→４年→５年→６年 

      Ｂグループ：４年→５年→６年→１年→２年→３年  
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